
    令和 4（２０２2）年 12月 7日（1） 

 

  
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
５
年
度
４
月
採
用
（
追
加
募
集
） 

本
山
町
職
員
採
用
試
験
の
お
知
ら
せ 

 
 【

職
種
及
び
採
用
予
定
人
員
】 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    【
給
与
・
勤
務
条
件
等
】 

給
与
は
本
山
町
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
に 

よ
る
。
勤
務
条
件
等
は
本
山
町
一
般
職
員
の
例
に
よ
る
。 

【
受
験
資
格
】 

①
Ａ
・
Ｂ
・
Ｄ…

平
成
５
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者

で
高
等
学
校
卒
業
以
上
（
令
和
５
年
３
月

卒
業
見
込
み
の
者
を
含
む
）
の
学
力
を
有

す
る
者
。 

  

Ｂ…

次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者 

㋐
身
体
障
害
者
手
帳 

 

㋑
療
育
手
帳 

㋒
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳 

Ｃ…

平
成
５
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
保
育
士

免
許
を
有
す
る
者
、
ま
た
は
令
和
５
年
３
月
ま
で
に
取

得
見
込
み
の
者
。 

Ｅ…

昭
和
53
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
保
健
師

免
許
を
有
す
る
者
、
ま
た
は
令
和
５
年
３
月
ま
で
に
取

得
見
込
み
の
者
。 

②
本
山
町
に
住
所
を
有
す
る
者
ま
た
は
採
用
後
本
山
町
に
居

住
で
き
る
者
。 

③
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。 

㋐
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま

で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の

者
。 

㋑
本
山
町
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該

処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
い
者
。 

㋒
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で

破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結

成
し
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者
。 

【
提
出
書
類
】 

①
受
験
申
込
書
【
※
】 

②
第
一
次
試
験
結
果
通
知
申
出
書
【
※
】（
Ｅ
は
不
要
） 

③≪

Ａ
・
Ｂ
・
Ｄ
を
受
験
す
る
者≫

 

最
終
学
校
の
卒
業
証
書
の
写
し
ま
た
は
卒
業
見
込
証
明
書 

≪

Ｂ
を
受
験
す
る
者≫

 

受
験
資
格
に
あ
る
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
写
し 

≪

Ｃ
を
受
験
す
る
者≫

 

保
育
士
証
の
写
し
ま
た
は
資
格
取
得
見
込
証
明
書 

≪

Ｅ
を
受
験
す
る
者≫

 

資
格
免
許
状
の
写
し
ま
た
は
資
格
取
得
見
込
証
明
書 

④
写
真
２
枚
（
３
㎝×

４
㎝
）…

う
ち
１
枚
は
申
込
書
へ
貼
付

の
う
え
提
出
す
る
こ
と
。 

【
※
】
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可 

【
受
付
期
間
】 

12
月
８
日
（
木
）
～
12
月
２３
日
（
金
） 

平
日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
（
昼
休
み
除
く
）
ま
で
、 

役
場
二
階
総
務
課
に
て
受
け
付
け
ま
す
。（
代
理
人
可
） 

郵
送
に
よ
る
申
込
み
は
、
12
月
23
日
（
金
）
の
消
印
ま 

で
有
効
。
封
筒
の
表
に
「
採
用
試
験
申
込
書
」
と
朱
書
き
し
、

必
ず
簡
易
書
留
に
て
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
第
一
次
試
験
】 

〇
日
時 

 

令
和
５
年
１
月
15
日
（
日
）
午
前
10
時 

 
 

 
 

 

※
Ｅ
の
み
午
後
１
時 

〇
場
所 

 

本
山
町
内
（
詳
細
は
受
験
者
に
通
知
） 

【
合
格
発
表
】 

本
山
町
役
場
正
面
玄
関
に
掲
示
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

す
る
ほ
か
、
受
験
者
に
通
知
し
ま
す
。 

※
本
山
町
は
、
障
が
い
者
の
雇
用
の
促
進
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

総
務
課 

電
話 

76-

２
２
２
３ 

本
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
詳
細
を
記
載
し
て
い
ま
す
。 

http://w
w
w
.tow

n.m
otoyam

a.kochi.jp/ 

特
設
人
権
相
談
所
開
設
に
つ
い
て
お
知
ら
せ 

人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
「
特
設
人
権
相
談
所
」
を
開
設
い

た
し
ま
す
。
女
性
・
子
ど
も
に
関
す
る
人
権
問
題
、
高
齢
者

や
障
が
い
者
に
対
す
る
差
別
や
虐
待
、
そ
の
他
の
暮
ら
し
の

悩
み
ご
と
等
、
人
権
に
関
す
る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。 

 

困
っ
た
時
は
一
人
で
悩
ま
ず
人
権
擁
護
委
員
に
御
相
談
く

だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。 

【
日
時
】
12
月
13
日
（
火
）
午
前
10
時
～
正
午 

午
後
１
時
～
３
時 

【
場
所
】 

役
場 

1
階 

町
民
相
談
室 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
住
民
生
活
課
住
民
班 

76-

２
１
１
３ 

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 

第１０９３号  

    

Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ 

職 

種 

一
般
行
政
職
（
保
健
師
） 

一
般
行
政
職
（
調
理
員
） 

一
般
行
政
職
（
保
育
士
） 

一
般
行
政
職
（
一
般
事
務
職
） 

※
障
が
い
者
枠 

一
般
行
政
職
（
一
般
事
務
職
） 

１
名 

１
名 

１
名 

若
干
名 

若
干
名 

採
用
予
定
者
数 

 

http://www.town.motoyama.kochi.jp/


    令和 4（２０２2）年 12月 7日（2） 

 

本
山
町
会
計
年
度
職
員
の
募
集
に
つ
い
て 

① 
一
般
事
務
補
助
者
（
フ
ル
タ
イ
ム
） 

【
勤
務
場
所
】
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
産
業
振
興
班 

【
採
用
人
数
】
１
名 

【
勤
務
内
容
】
農
業
者
支
援
制
度
の
申
請
受
付
業
務 

 
 

 
 

 
 

そ
の
他
事
務
補
助 

【
任
用
期
間
】
採
用
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で 

【
勤
務
時
間
】
平
日 

週
５
日
勤
務 

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で 

昼
食
休
憩
１
時
間
有
り
・
時
間
外
労
働
無
し 

【
休
日
等
】
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
、
年
始 

年
始
（
１
月
１
日
～
１
月
３
日
） 

【
給
料
額
】
月
額
１
５
４
，
６
０
０
円 

【
資
格
等
】
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操
作
が
で
き
る
方 

【
社
会
保
険
・
雇
用
保
険
・
災
害
補
償
保
険
】
有
り 

【
応
募
方
法
】 

本
山
町
会
計
年
度
任
用
職
員
応
募
申
込
書
を
提
出（
郵
送
可
） 

（
申
込
書
は
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
で
配
布
） 

【
締
切
】 

令
和
４
月
12
月
21
日
（
水
）
午
後
５
時
必
着 

（
当
日
消
印
可
） 

 

【
選
考
方
法
】
書
類
選
考
及
び
面
接
に
よ
る 

【
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先
】 

 
 

〒
７
８
１-

３
６
９
２ 

本
山
町
本
山
５
０
４
番
地 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

電
話 

76-

３
９
１
６ 

令
和
５
年
度
合
併
処
理
浄
化
槽 

設
置
補
助
金
に
つ
い
て 

【
目
的
】 

こ
の
補
助
金
は
、生
活
排
水
に
よ
る
水
質
汚
濁
の
防
止
と

快
適
な
生
活
環
境
の
創
造
を
図
る
た
め
、合
併
処
理
浄
化
槽

の
設
置
費
に
対
し
補
助
を
行
う
も
の
で
す
。 

【
条
件
】 

 
 

令
和
５
年
６
月
1
日
～
令
和
６
年
2
月
28
日
ま
で
に

浄
化
槽
を
設
置
さ
れ
る
方 

【
補
助
限
度
額
】 

 
 

 
 

●
5
人
槽
（
住
宅
延
べ
床
面
積
＝
１
３
０
㎡
未
満
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

３
３
２
千
円 

●
6
～
7
人
槽
（
住
宅
延
べ
床
面
積
＝
１
３
０
㎡
以
上
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４
１
４
千
円 

●
８ 

～
10
人
槽
（
住
宅
延
べ
床
面
積
＝
１
３
０
㎡
以
上
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
４
８
千
円 

こ
れ
に
加
え
て
、
新
築
の
場
合
20
万
円
、
改
築
の
場
合
40

万
円
の
町
補
助
金
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
現
在
使
用
し
て
い
る

単
独
処
理
浄
化
槽
を
撤
去
し
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
替
え
る
場

合
9
万
円
の
補
助
金
が
あ
り
ま
す
。 

【
申
し
込
み
】 

令
和
４
年
度
の
補
助
金
申
込
み
に
つ
い
て
は
定
員
に
達
し

て
お
り
ま
す
が
、キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

建
設
課 
建
設
班 

電
話 

76-

３
９
１
７ 

毎
月
第
３
木
曜
日
は
行
政
相
談
の
日
で
す 

行
政
相
談
員
は
、
国
、
県
、
市
町
村
が
行
っ
て
い
る
仕
事

に
対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
を
受

け
、
そ
の
解
決
や
実
現
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。 

相
談
は
、
毎
月
第
３
木
曜
日
に
町
役
場
で
定
期
的
に
開
催

さ
れ
る
行
政
相
談
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】 

12
月
15
日
（
木
）
午
前
10
時
～
正
午 

【
場
所
】 

役
場
２
階 

第
２
会
議
室 

 

【
行
政
相
談
員
】 

筒
井 

幸
弘 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

総
務
課  

電
話  

76-

２
２
２
３ 

滞
在
型
市
民
農
園 

「
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
も
と
や
ま
」 

指
定
管
理
者
の
募
集
に
つ
い
て 

本
山
町
で
は
農
山
村
及
び
地
域
資
源
の
利
活
用
に
よ
り
、

地
域
住
民
と
都
市
住
民
と
の
交
流
を
拡
大
し
農
山
村
活
動
を

通
じ
て
、
移
住
促
進
及
び
地
域
の
活
性
化
を
目
的
と
し
た
、

施
設
利
用
を
図
る
べ
く
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
運
営
を
行

う
た
め
、
こ
の
度
、
指
定
管
理
者
を
公
募
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。 

【
業
務
内
容
】・
管
理
棟
及
び
滞
在
型
宿
泊
施
設
の
維
持
管
理 

 
 

 
 

 
 

・
建
物
施
設
周
辺
の
管
理
や
道
路
の
管
理
他 

【
指
定
管
理
期
間
】 

令
和
5
年
６
月
１
日
～
令
和
10
年
3
月
31
日
ま
で 

【
申
請
者
の
備
え
る
べ
き
資
格
等
】 

指
定
を
受
け
る
た
め
の
申
請
が
で
き
る
の
は
、
法
人
、
そ

の
他
の
団
体
（
法
人
格
の
有
無
は
問
わ
な
い
が
、
個
人
で
の

申
請
は
不
可
） 

【
期
間
】
12
月
１
日
（
木
）
～
12
月
23
日
（
金
） 

【
指
定
管
理
者
の
選
定
方
法
】 

選
定
委
員
会
に
よ
る
総
合
的
な
審
査
に
よ
る 

※
な
お
、
指
定
管
理
者
の
決
定
及
び
指
定
管
理
期
間
に
つ
い

て
は
議
会
後
と
な
り
ま
す
。 

【
申
請
の
提
出
及
び
問
い
合
わ
せ
先
】 

〒
７
８
１-

３
６
９
２ 

 

本
山
町
本
山
５
０
４ 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

電
話
76-

３
９
１
６ 

      



    令和 4（２０２2）年 12月 7日（3） 

 

本
山
町
福
祉
タ
ク
シ
ー
・
バ
ス
料
金 

助
成
事
業
（
５
回
目
新
型
コ
ロ
ナ 

ワ
ク
チ
ン
接
種
分
）
の
申
請
に
つ
い
て 

 

保
健
セ
ン
タ
ー
で
実
施
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種

の
た
め
、
タ
ク
シ
ー
及
び
バ
ス
を
利
用
さ
れ
る
方
へ
料
金
の

助
成
が
あ
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
方
で
、
利
用
の
希
望
が
あ

り
ま
し
た
ら
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。 

【
対
象
者
】 

〇
福
祉
バ
ス…

本
山
町
に
住
所
を
有
す
る
70
歳
以
上
の
方 

〇
福
祉
タ
ク
シ
ー…

本
山
町
に
住
所
を
有
す
る
75
歳
以
上

の
方 

【
対
象
と
な
る
範
囲
】 

〇
福
祉
バ
ス…

接
種
会
場
ま
で
の
往
復
の
金
額 

〇
福
祉
タ
ク
シ
ー…

自
宅
と
接
種
会
場
の
往
復
利
用
で
、 

基
本
料
金
を
超
え
る
金
額 

【
支
給
方
法
】
指
定
の
口
座
へ
後
日
振
込 

【
申
請
場
所
】
健
康
福
祉
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
） 

【
持
参
す
る
も
の
】
印
鑑
、
助
成
金
振
込
先
が
確
認
で
き
る
も

の
（
通
帳
な
ど
） 

※ 

申
請
書
類
は
保
健
セ
ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す 

※ 

必
ず
利
用
前
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す 

※ 

４
回
目
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
時
利
用
分
の
請
求
を
既
に

提
出
い
た
だ
い
た
方
に
は
、
役
場
よ
り
利
用
券
を
送
付
し

ま
す 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
福
祉
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
） 

 

電
話 

70―

１
０
６
０ 

     

本
山
町
教
育
委
員
会
表
彰
者
・ 

団
体
の
推
薦
に
つ
い
て 

教
育
委
員
会
で
は
来
年
２
月
に
教
育
委
員
会
表
彰
を
行
う
予

定
で
す
。
表
彰
の
目
的
や
表
彰
の
種
類
は
次
に
示
し
た
通
り
で

す
。
推
薦
し
た
い
方
が
お
い
で
ま
し
た
ら
、
電
話
で
下
記
の
担

当
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。 

手
続
き
等
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
表
彰
者
は
表
彰
委
員
会
に
て
決
定
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
連
絡
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す 

【
目
的
】 

 

町
の
教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
そ
の
他
教
育
全
般
に
関
し
、

特
に
功
績
が
顕
著
な
も
の
、
若
し
く
は
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て

他
の
模
範
と
認
め
ら
れ
る
善
行
が
あ
っ
た
町
民(

団
体
を
含
む)

を
表
彰
し
て
、
教
育
の
振
興
を
促
進
す
る
。 

 

町
民
以
外
で
も
、
特
に
本
山
町
に
功
労
が
あ
り
、
ま
た
町
の

大
き
な
名
誉
と
な
る
業
績
の
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
表
彰
の
対
象

と
す
る
。 

【
種
類
】 

 

〇
一
般
表
彰 

常
に
職
務
に
精
励
し
、
成
績
・
技
能
・
人
格
及
び
素
行
が
す

ぐ
れ
、
他
の
模
範
と
な
る
個
人
及
び
団
体 

 

〇
功
績
表
彰 

職
員
及
び
教
育
関
係
者
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 
 

①
生
命
の
危
険
を
か
え
り
み
ず
職
務
を
遂
行
し
た
者 

 
 

②
職
務
に
関
し
て
、
有
益
な
研
究
、
発
明
又
は
工
夫
考
案
を

し
た
者 

 
 

③
業
務
の
改
善
及
び
能
率
の
増
進
に
つ
い
て
、
著
し
く
貢
献

し
た
者 

 
 

④
災
害
若
し
く
は
事
故
を
未
然
に
防
止
又
は
災
害
に
際
し
て

特
に
功
績
の
あ
っ
た
者 

 

 
 

⑤
職
務
の
内
外
を
問
わ
ず
善
行
が
あ
り
、
社
会
の
賞
賛
を
受

け
職
員
と
し
て
名
誉
を
高
揚
し
た
者 

 
 

⑥
重
要
か
つ
困
難
な
職
務
を
遂
行
し
、
特
に
顕
著
な
成
績

を
あ
げ
た
者 

 
 

⑦
上
記
の
他
、
委
員
会
が
表
彰
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め

る
業
績
又
は
善
行
の
あ
っ
た
者 

 

〇
善
行
表
彰 

社
会
の
賞
賛
を
受
け
児
童
・
生
徒
及
び
社
会
人
と
し
て

の
模
範
と
す
る
に
足
り
る
善
行
の
あ
っ
た
個
人
及
び
団
体 

 

〇
学
校
表
彰 

教
育
の
研
究
及
び
実
践
に
努
め
、
そ
の
成
果
が
特
に
顕

著
で
他
の
模
範
と
す
る
に
足
り
る
学
校 

 

〇
文
化
表
彰 

学
術
・
芸
術
・
そ
の
他
文
化
の
向
上
に
努
め
、
功
績
が

特
に
顕
著
な
個
人
及
び
団
体 

 

〇
社
会
教
育
表
彰 

社
会
教
育
学
級
及
び
教
育
関
係
の
研
究
実
践
グ
ル
ー
プ 

の
活
動
に
よ
り
教
育
の
発
展
と
振
興
に
寄
与
し
た
個
人
及 

び
団
体 

 

〇
ス
ポ
ー
ツ
表
彰 

運
動
競
技
会
等
に
お
い
て
優
秀
な
成
績
を
お
さ
め
た
個 

人
、
団
体
及
び
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
等
の
育
成
指
導
に
努
め
、 

そ
の
功
績
が
著
し
く
顕
著
な
者 

【
推
薦
受
付
期
日
】
令
和
４
年
12
月
23
日
（
金
） 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
本
山
町
教
育
委
員
会 

電
話 
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３
９
１
３ 

担
当 

竹
嶋 

     



    令和 4（２０２2）年 12月 7日（4） 

 

 

障
が
い
者
の
就
労
相
談
に
つ
い
て 

障
が
い
者
の
就
労
相
談
窓
口
を
左
記
の
と
お
り
開
設
し
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
相

談
日
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ

い
。 

【
日
時
】
12
月
16
日
（
金
） 
午
後
１
時
～
午
後
３
時 

【
場
所
】
本
山
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

１
階 

保
健
指
導
室 

【
対
象
者
】 

 

〇
障
が
い
や
病
気
の
あ
る
方
で
、 

 
 

・
一
般
企
業
へ
の
就
職
を
目
指
す
方 

 
 

・
就
労
の
継
続
や
生
活
に
不
安
の
あ
る
方 

 

〇
障
が
い
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
担
当
者
や
支
援
事
業 

所
の
方 

【
問
い
合
わ
せ
・
予
約
先
】 

 
 

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ゆ
う
あ
い
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話
０
８
８-

８
５
４-

９
１
１
１ 

 

毎
月
第
３
金
曜
日
は
、
高
知
地
方
裁
判
所 

民
事
・
家
事
相
談
の
実
施
日
で
す 

高
知
地
方
裁
判
所
職
員
に
よ
る
「
民
事
・
家
事
相
談
」
を

実
施
し
ま
す
の
で
、
日
頃
よ
り
心
配
事
や
悩
み
事
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
こ
の
機
会
に
民
事
・
家
事
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。 な

お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
（
相
談
日
の
１
週
間
前
ま
で
）

で
す
。
必
ず
、
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】
12
月
16
日
（
金
）
午
後
１
時
～
３
時
30
分 

（
相
談
時
間
は
、
１
組
あ
た
り
30
分
で
す
。） 

【
場
所
】 

役
場
１
階 

町
民
相
談
室 

【
事
前
予
約
連
絡
先
】 

総
務
課 

電
話 

76-
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南国税務署からのお知らせ  消費税インボイス制度等説明会について  

説明会の開催日程 説明会は事前予約制ですので、お電話による申込みが必要です。 

お問い合わせ先 

〒７８３-０００４ 

南国市大埇甲１５９８番地の１ 

南国税務署 個人課税第一部門 

      法人課税部門 

（※仮庁舎に移転しています） 

電話０８８-８６３-３２１５(代) 

※１ インボイス制度の概要を説明します。なお、説明会終了後、登録申請を希望される方を

対象に申請手続きのサポートを行います。詳しくは、お申込みの際に税務署職員にお問い

合わせください。 

※２ インボイス制度の概要に加えて、消費税の基本的な仕組み等について説明します。 

電話によるお問い合わせ等は、自動

音声案内により案内していますの

で、「２」を選択（プッシュ又はダイ

ヤル）してください。 

 


